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業務改善計画の実施状況について 

 

 

三井住友海上火災保険株式会社（社長 江頭 敏明）は、２００６年７月２１日付で金融庁に提出し

た業務改善計画に従い、具体的な改善策を実施していますが、第１４回の業務改善計画実施状況の報告

を金融庁に提出しました。 
前回より、業務改善計画の実施状況に関する金融庁あて報告は３ヶ月毎となっておりますが、本年 

１月をもって、業務改善計画に記載したすべての事項について、体制を整備しました。今後も、昨年 
４月よりスタートした新中期経営計画「ニューチャレンジ１０」の実現により、業務改善計画で整備、

強化した経営管理態勢および適正な保険募集や顧客説明を行うための管理態勢等のさらなる拡充を図

るなど、企業品質の向上を最優先とする取組みに一段と注力してまいります。 
 

 
 

１．ガバナンスの改善・強化

（１）監査委員会による業務運営状況および業務改善計画の実行状況についての確認・検証 

２００６年９月１日付で取締役会の内部委員会として新設した監査委員会を２００７年１２

月までに１５回開催しています。監査委員会では、関係各担当部から報告される業務改善計画

の進捗状況や企業品質の向上に向けた様々な取組み等を検証しており、監査委員会の意見およ

び指摘を、弊社の業務運営態勢の整備に反映させています。 

（２）経営と第一線とのコミュニケーション強化 

今年度も会長・社長および本社担当役員が、第一線の社員と自由な意見交換、業務運営上の課

題や解決策についてともに考える「経営ミーティング」を全国の部支店で２００７年１０月 

１０日より開始しました。１０月から１２月までの３ヶ月間で計７１回実施し、会長・社長お

よび本社担当役員からニューチャレンジ１０の趣旨、企業品質向上に向けての考え方をあらた

めて第一線に伝えるとともに引受け適正化の取組み（「ご契約内容しっかり確認！！」運動）

や公平、公正で迅速な保険金支払いを行う取組み（損サ・グッドジョブ運動）の展開について

活発な論議がなされました。経営ミーティングで出された意見等については、本社各部へフィ

ードバックし施策の検証に活用するとともに、多くの意見が出された事項については社内ホー

ムページに掲載するなど企業品質向上に向けた取組みに活用しています。 
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（３）代理店とのコミュニケーション強化 

２００７年１１月１５日～３０日に個人分野・中小企業分野における火災保険の新商品開発へ

向けたアンケートを代理店を対象としたインターネットサービス「代理店ＭＳ１」で実施し、

約６００代理店から意見を聴取しました。お客さまと直接の接点をもつ代理店から寄せられた

意見を「わかりやすさと品質向上」を目指した新商品開発に生かしてまいります。また、２０

０８年１月１１日には、当社グループ全国代理店会であるＭＳＡの「全国ＭＳＡ幹事会」を開

催し、当社経営陣とＭＳＡ幹事が意見交換を実施しました。第４四半期取組方針として「ご契

約内容しっかり確認！！」運動を完遂して当社の品質向上をリードする旨の決議がされるとと

もに、次年度以降も会社・代理店一体となった品質向上取組みを展開することを確認しました。 

 
 ２．保険金支払管理態勢の改善・強化等 
（１） 保険金支払管理態勢の抜本的な見直し・改善 

①支払審査会における適正な支払審査の実施 
２００６年９月１日付で業務を開始した社外有識者（弁護士、消費者代表、医師）等を委員と

する「支払審査会」では、２００７年１２月までに累計１，２９２件（第三分野審査分科会で

９５７件、総合審査分科会で３３５件）の審査を実施しました。毎月の支払審査会で蓄積した

ノウハウを全社員で共有することで、今後も適正な支払審査に努めてまいります。 
②メディカルサポート室における始期前発病適用の適切性の確保 
２００６年１０月１日付で設置した「メディカルサポート室」では、専任者９名を配置し、疾

病補償商品における始期前発病適用の適切性を確保するため、各サービスセンターで始期前発

病不担保を適用すると判断した事案について、全件、事前確認を実施しており、２００７年 

１２月末までに累計１，４２９件の事前確認を行いました。 

 
（２） 商品開発態勢の抜本的な見直し・改善 

終身医療保険の販売を２００７年１２月始期契約より再開いたしました。販売再開にあたって

は、契約引受態勢・募集態勢等の整備および必要な商品改定等を行いました。具体的には、終

身医療販売資格制度を創設し、代理店教育制度の強化を図るとともに、お客さまからより正し

い告知をいただくことができるよう、健康状況告知書の全面的な改訂や募集マニュアルのわか

りやすさの観点からの見直しを実施しました。 
 

３．契約者保護、契約者利便の改善・強化

（１）社員・代理店に対するコンプライアンス教育の強化 

２００７年１～２月、７～８月に引き続き、２００８年１～２月も「コンプライアンス強化月

間」を実施しています。強化月間では、代理店研修として、募集ルールの基本事項および契約

内容の確認運動を通じて判明した不備の多い項目に関する研修を実施します。また、これに先

立って社員研修では、代理店研修項目の確認・徹底および情報管理の徹底と苦情登録の徹底と

再発防止についての研修を実施しています。 
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（２）苦情対応態勢の抜本的な見直し・改善（お客さま基点推進諮問会議の開催） 

２００６年１０月より開催している「お客さま基点推進諮問会議」を２００７年１２月までに

計７回開催しました。お客さまの声担当部が収集した「保険金支払いに関する苦情」「保険募

集に関する苦情」「契約の管理・保全に関する苦情」「コールセンターに寄せられた苦情」等に

ついて分析を行い、業務改善に向けた意見を踏まえ、取締役会あての各種提言を実施しました。 
 
 ４．法令等遵守態勢の改善・強化

 （１）不祥事件該当性判断の適切性検証 
不祥事件該当性判断の適切性を検証するため、複数弁護士が参加する「不祥事件審査会」を２０

０６年１０月から開催しており、２００７年１２月までに５５回開催しました。「不祥事件審査

会」では、コンプライアンス部による調査の十分性や不祥事件該当性判断につき検討しており、

複数の弁護士の意見を聴取した上で、追加調査の要否や不祥事件該当性を決定しています。 

 

 
以 上 

 
 
 
 
 
 

【本件に関するお問合わせ先】 

 三井住友海上火災保険株式会社 広報部 次長  橋本 城里雄  TEL：03-3297-6705 

3 



 
別紙１ 支払審査会における審査実施状況 
 
２００６年９月７日より第三分野商品から審査を開始し、２００６年１０月４日より自動車保険等の第

三分野商品以外についての審査を開始しました。 
第三分野審査分科会は２００７年１０～１２月に審査会を２５回、第三分野商品以外の自動車保険等に

ついて審査を行う総合審査分科会は１５回開催し、併せて１７５件の事案を判定しました。このうち、

お支払いに該当すると判断した事案は６９件、該当しないと判断した事案は９６件です。 
 

 

◆支払審査会でお支払いに該当しないと判断した事案の件数（２００７年１０～１２月） 

 

対象商品 不払い判断事由 件数 

①保険加入時に、故意または重大な過失によって、告知すべき重
要な事実について告知されていない、または事実でないこと
を告知されているために保険契約の解除を行う場合で、正し
く告知されなかった内容と保険金ご請求の原因となった疾病
との間に因果関係があるもの。 

３６件

②保険金ご請求の原因となった疾病が保険始期より前に発病（始
期前発病）していることからお支払いの対象とならない事案
のうち、確認されている事実に基づいて疾病の連続性を慎重
に判定するもの。 

４件

第三分野商品 

③その他（通知義務違反、詐欺無効、重大事由解除、特定疾病等
不担保 等） 

３件

①被保険者が死亡された場合に、事故と死亡との因果関係がな
い、または酒酔い運転による事故である等の理由から保険金
をお支払いしないもの。 

３１件

②契約者の故意による事故が発生しているもの。 ９件

自動車保険 
火災保険 
傷害保険 

③その他（通知義務違反、調査協力義務違反 等） １３件

 （合計） ９６件

 

 

なお、第三分野商品で始期前発病によりお支払いの対象とならない事案については、すべて事前に本社

メディカルサポート室で医的審査を行っています。 
メディカルサポート室は２００７年１０～１２月に２９４件の事前確認事案に対して審査を行いまし

た。このうち、お支払いに該当すると判断した事案は２６件、始期前発病によりお支払いの対象となら

ないと判断した事案は２５５件です。 
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別紙２  

 
 付随的な保険金の支払漏れおよび終身医療保険等第三分野商品の不適切な不払いに関する対応状況 

 

 １．付随的な保険金の支払漏れに関する対応状況 

 

２００２年４月から２００５年６月の間に保険金をお支払いした事案について、臨時費用保険金等

の付随的な保険金の支払漏れ調査を進めてまいりました。保険金支払漏れが判明した５１，４１０

件について、お客さまの事情によりお支払に至っていないものなど一部を除き、２００８年１月２

０日までにすべての支払手続きが完了しました。 

 
  
 ２．終身医療保険等第三分野商品の不適切な不払いに関する対応状況  

 

２００１年７月から２００６年６月の間に保険金を不払いとした事案について、判定の適切性の調

査・検証を進めてまいりました。その結果、不適切な不払いと確認された１,１４０件について、

お客さまの事情によりお支払に至っていないものなど一部を除き、２００８年１月２０日までに 

すべての支払手続きが完了しました。 
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別紙３   お客さまからの苦情受付状況（２００７年１１月分） 
２００７年１１月の苦情の受付状況を以下の通りお知らせします。 
１．苦情区分別の受付件数 

苦情区分 代表的な苦情概要 11月合計 前月比 前年比

商品内容（担保内容、契約規

定等） 
・保険商品の内容、ご契約手続きの規定に関するご不満 ９９ ９３% ７６２%

契約更改手続き（継続漏れ・

忘れ等) 
・満期のご案内に関する連絡不足等のご不満 

・ご契約内容がお申し出の内容と相違している等のご不満 
１６０ １０３% ２１１%

募集行為 
・ご契約手続きに関するご不満 

・ご契約締結時の告知事項に関するご照会やご不満 
７４ ５１% ９６%

契約内容・条件などの説明

不足・誤り 
・ 重要事項の説明不足、ご契約に際して不利益となる情報についての

 説明不足に関するご不満 
１１２ １０７% １４６%

契約の引受（見合わせ・制限

等） 
・ご契約に際しての引き受け条件、制限に関するご不満 １５ ７５% １６７%

保険料誤り・料率適用誤り ・保険料の集金、自動引き去りに関するご不満 ３４ １２６% ４８６%

接客態度   ・契約・募集に関する手続きの際、マナーに関するご不満 １９ ７６% -

帳票類（申込書、請求書、パ

ンフレット等） 
・パンフレット、申込書等、ご契約に際しての帳票に関するご不満 １７４ ７８% １４５０%

その他 ・上記に該当しない、契約・募集行為に関するご不満 ３８ ６２% -

契 
約 
・ 
募 
集 
行 
為 

小計 ７２５ ８３% ２６８%

証券未着・誤り 
・ 保険証券が届かないことへのご不満 

・保険証券の記載内容の誤りに関するご不満 
３５６ １２５% １０３%

分割払い・口座引き落とし 
・ 分割払いのご案内に関する連絡不足等のご不満 

・口座引き落としの情報がお申し出の内容と相違している等のご不満
２３ ８９% １７７%

異動（手続き誤り・遅延、車

両入替等） 
・ご契約内容の変更手続きに関するご不満 １０８ 

１３２%
１２７%

解約（手続き誤り・遅延、返

戻保険料等） 
・ご解約時の事務手続きに関するご不満 １０７ 

９５%
１２３%

満期返戻（手続き遅延、満期

返戻金額） 
・満期時の返戻金のお受け取りに関するご不満 ３ 

３３%
１００%

接客態度    ・契約の管理・保全に関する手続きの際、マナーに関するご不満 １８ １５０% -

その他 ・保険料自動お立替制度についての説明不足等のご不満 ５８ １００% １４５０%

契 
約 
の 
管 
理 
・ 

保 
全 

・ 

集 

全 

小計 ６７３ １１５% １２５%

示談（認定）金額 ・保険金支払いの内容についてのご照会・ご不満 １６８ ７７% ８２%

処理遅延・処理方法 
・ 保険金のご請求手続きに関して、連絡・説明不足等のご案内方法・遅 

 延に関するご不満 
３０８ ８４% ７８%

有無責 ・保険金が支払われないことへのご不満 ４０ １３８% １７４%

接客態度   ・電話応対や訪問時の態度・マナーに関するご不満 ６３ ７４% -

その他 ・保険金支払い案内通知がわかりづらいなど、帳票へのご不満 ２ １００% -

 
保 
険 
金 

小計 ５８１ ８３% ９３%

お客さま情報の管理 ・個人情報の取り扱いに関するご不満 １４ ９３% ９３%

その他 ・当社・代理店に寄せられた、上記区分に該当しないご不満 １９１ ７７% ８５%

合 計 件 数 ２，１８４ ９０% １３１%
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２．苦情の概況 
 

（１）２００７年１１月は２，１８４件の苦情があり、前月との件数比較では、２３７件の減少（前月

比９０％、前年比１３１％）となりましたが、前年同月比では、１３１％となりました。これは、

今年度より開始した「ご契約内容しっかり確認！！」運動において、ご契約時にお客さまのリス

ク状況、意向・ニーズの確認を行っているため、「契約・募集行為」区分内の「契約更改手続き」

「契約内容・条件などの説明不足・誤り」「帳票類」等に関する苦情が増加したことが主因となっ

ています。今後も引き続き、ご契約締結時の丁寧な説明を心掛けてまいります。 

 

（２）「保険金」に関する苦情は、前月比８３％（５８１件）と減少しています。 

 

（３）なお、前回より３ヶ月ぶりの業務改善計画の実施状況報告となりますが、２００７年９月、１０

月の苦情の受付状況については、既に弊社ホームページ上に開示しています。 

 

以 上 
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